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３月２５日１５時、ＪＲ東海労名古屋地方本部は、

会社が「伊勢運輸区に分会掲示板を設置しないのは、

労働組合に対する不利益行為、支配介入であり、さら

に団交さえも行わないのは不当労働行為である」とし

て、三重県労働委員会に救済の申立を行いました。

そもそも、この問題の発端は昨年３月１５日、紀伊

長島駅乗務員配置廃止により、組合員３名が強制的に

伊勢運輸区へ配転させられることを理由に紀伊長島駅

の組合掲示板が撤去され、三重県地区において組合掲

示板の便宜供与が無くなりました。紀伊長島駅では３

名で便宜供与されていたものが、伊勢運輸区では４名

に組合員が増えても設置されていないのが現実です。

組合は、苦情申告などあらゆる手段で、組合掲示板

設置に向けて手を尽くしましたが、会社の姿勢は変わ

りませんでした。この事態を受けて、三重県協議会、

名古屋地方本部、東海労本部は団交、業務委員会の申

し入れを行いましたが、会社は「付議事項にあたらな

い」として交渉の場さえも開催しないという労働組合

無視の行為を行ったのです。

名古屋車両所分会は「会社による掲示物の一方的な撤去通告ならびに掲示物の撤去」が、労

働組合法第７条第３号の不当労働行為にあたる」として愛知県労働委員会に救済申立を行い、

現在は東京高等裁判所で闘っています。ＪＲ東海労の仲間として、ともに闘っていく意思の表

れとして、名古屋地方本部の「掲示板設置三労委」闘争勝利！総決起集会に、３名の組合員が

名古屋車両所分会を代表して参加しました。


